リ ー ス 契 約 書

借主　　　　　　　　　　（以下甲という）と貸主　　　　　　　　　　（以下乙という）は、以下の通りリース契約を締結することとする。

（リース物件）

第１条　　乙は甲に別表記載（物件目録）を賃貸（以下リースという）し甲はこれを

借受ける

（リース期間）

第２条　　リース期間は甲が物件の検収（機械等の性能検査）を終了した日より起算

し、別紙「リース物件目録」のとおりとする。

（リース料）

第３条　　リース料は１か月金　　　　　　　　　　円とする。

（物件の送付引渡）

第４条　　乙は物件を平成　　　年　　　月　　　日に送付、引渡すものとする。

（物件の瑕疵の責任）

第５条　　売主（メーカー）から物件の引渡が遅延したときまたは物件に瑕疵があっ

たときでも、乙はその責任を負わない。

（物件の保管・維持・修理の責任）

第６条　　甲は物件の保管・維持・修理の責任を負うものとし、その為の部品の取替、

物件の補修、損傷の修理、定期、その他一切の維持・修理を行い、その費

用を負担する。

（禁止行為）

第７条　　甲は事前に乙の書面による承諾なくして、次の行為をしてはならない。

（１）物件に装置、部品、付属品を付着すること。

（２）物件に付着した部品、付属品をとりはずすこと。

（３）物件の賃借権の譲渡、または転貸すること。

（契約終了時の措置）

第８条　　ａ）リース期間の満了、その他の事由により契約が終了したときは、甲は

直ちに物件を乙に送付して返還する。

ｂ）物件の返還がおくれた場合には、甲は物件返還完了までこの契約に定

められたリース料相当額を乙に支払う同時に、この契約に定められた

すべての義務を履行する。

（契約の解除）

第９条　　甲が下記各号の一つにでも該当した場合には、乙はこの契約を解除するこ

とができる。

（１）仮差押、差押もしくは競売の申請又は破産、和議開始、会社整理開始

もしくは会社更正手続開始の申立があったとき、または清算に入った

とき。

（２）租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押を受けたとき。

（３）支払を停止したとき。

（４）手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

（５）この契約に違反したとき。

（６）甲の営業が引続き不振であり、また甲の営業継続が困難であると乙が

認めたとき。

上記のとおり契約したので本書面２通を作成し、甲乙各２通を保有する。

平成　　　　年　　　　月　　　　日

住所　　　借主（甲）　　　　　　　　　　　　　　　　 eq \o\ac(○,印)　　　　　　　　　　　　

　

住所　　　貸主（乙）　　　　　　　　　　　　　　　　 eq \o\ac(○,印)
